
�金沢市告示第２号
金沢市自転車等駐車場条例 (平成３年条例第１号) 第11条第１項の規定により､ 自転車等を移動し､ 保管したので､

金沢市自転車等駐車場条例施行規則 (平成３年規則第３号) 第７条の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保

１ 保管自転車等が駐車してあった駐車場の名称

金沢市営金沢駅第１自転車駐車場

金沢市営金沢駅第２自転車駐車場

金沢市営金沢駅第３自転車駐車場

金沢市営金沢駅東自転車駐車場

金沢市営本町２丁目自転車駐車場

金沢市営西金沢駅前自転車駐車場

金沢市営東金沢駅東自転車駐車場

金沢市営東金沢駅西自転車駐車場

金沢市営森本駅東第１自転車駐車場

金沢市営野町駅前自転車駐車場

金沢市営馬替駅前自転車駐車場

金沢市営みどり１丁目バス停前自転車駐車場

金沢市営四十万バス停前自転車駐車場

金沢市営香林坊自転車駐車場

金沢市営柿木畠自転車駐車場

金沢市営片町広場自転車駐車場

２ 保管自転車等の台数

自転車 108台

原動機付自転車 ０台
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３ 自転車等を移動し､ 保管した日

平成20年12月１日から同月26日まで

４ 保管自転車等の返還を申し出る場所

金沢市広坂１丁目９番16号

財団法人 金沢まちづくり財団

５ 保管自転車等を返還する日時及び場所

日時 平成21年１月13日から同年４月13日まで

午前10時から午後７時まで

場所 金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫�金沢市告示第３号
金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例 (平成６年条例第45号) 第６条第２項及び第７条第２項の規

定により､ 自転車等を撤去したので､ 同条例第９条第１項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保

１ 自転車等を撤去した場所及び撤去した自転車等の台数

２ 自転車等を撤去した日

平成20年12月１日から同月26日まで

３ 撤去した自転車等を返還する期間及び場所
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自転車等を撤去した場所 撤去した自転車等の台数

金沢駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 22台

香林坊地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 １台

西金沢駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 ５台

片町地区自転車等放置禁止区域
自 転 車 ４台

原 動 機 付 自 転 車 １台

竪町地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 ９台

森本駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 ２台

大額３丁目地内 自 転 車 ３台

小立野２丁目地内 自 転 車 ４台

菊川１丁目地内 自 転 車 １台

涌波１丁目地内 自 転 車 １台

片町１丁目地内 自 転 車 ２台

西泉１丁目地内 自 転 車 ３台

金石本町地内 自 転 車 １台

寺中町地内 自 転 車 １台

入江３丁目地内 自 転 車 ３台

西金沢３丁目地内 自 転 車 １台

北塚町地内 自 転 車 ５台

福増町地内 自 転 車 １台

安江町地内 自 転 車 ３台

粟崎町地内 自 転 車 １台

堀川町地内 自 転 車 １台

高柳町地内 自 転 車 １台

神宮寺１丁目地内 自 転 車 １台

吉原町地内 自 転 車 １台

柳橋町地内 自 転 車 １台



� 期間

平成21年１月13日から同年７月13日まで� 場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫�金沢市告示第４号
介護保険法 (平成９年法律第123号) 第42条の２第１項及び第54条の２第１項の規定により､ 事業者として次のと

おり指定したので､ 同法第78条の10及び第115条の18の規定により告示します｡

平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保

�金沢市告示第５号
都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定により､ 都市計画を

変更したので､ 同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により､ 次のとおり告示し､ 同条第２項

の規定により､ 当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します｡

平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保

�金沢市告示第６号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定により､ 次のとおり市道の区域を変更します｡

なお､ その関係図面は､ 金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成21年１月13日から同月27日まで一般の縦

覧に供します｡
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介護保険

事業所番号

事業所 申請者

名称 所在地 名称
主たる事務所

の所在地

代表者

氏名 住所

1791400045
グループホーム

白帆台

河北郡内灘町

字白帆台２丁

目527番地

株式会社

遊子苑

河北郡内灘町

字大根布４丁

目154番地

上田 慶子

河北郡内灘町

字大根布４丁

目154番地

指定年月日 サービスの種類 条件等

平成20年12月１日

認知症対応型共同生活介護､

介護予防認知症対応型共同

生活介護

本指定の効力は､ 指定日前日にグループホーム金沢苑うちなだ

(河北郡内灘町字白帆台２丁目527番地) において指定認知症対

応型共同生活介護を利用している本市が行う介護保険の被保険

者であって､ 指定日以降引き続いて､ 本指定に係る事業所で本

指定に係るサービスを利用する者に対する地域密着型介護サー

ビス費又は地域密着型介護予防サービス費の支給に限定する｡

都市計画の種類 都市計画を変更した土地の区域 縦覧場所 備 考

金沢都市計画

公 園

金沢市本多町３丁目､ 石引４丁目及び出羽町の

各一部

金 沢 市

都市整備局

都市計画課

７・４・１号

本多の森公園



平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保

�金沢市告示第７号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定により､ 次の道路の供用を開始します｡

なお､ その区間を表示した図面は､ 金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成21年１月13日から同月27日ま

で一般の縦覧に供します｡

平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 (昭和60年条例第36号) 第８条第１項の規定により､ 次の者の浄化

槽保守点検業者としての登録を抹消したので公告します｡

平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第10条第１項の規定により､ 次の土地区画整理事業の事業計画の変更を

認可したので､ 同条第３項において準用する同法第９条第３項の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保
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道路の

種 類
路 線 名 区 間

新旧

の別
幅員(ｍ) 延長(ｍ)

一般

市道

森 本 44号 弥 勒 町 ヨ 55番 １ 先から 旧 6.8 18

南森本町線 29号 弥 勒 町 ヨ 55番 １ 先まで 新 7.5 ～ 7.7 18

路 線 名 区 間 供用開始日

森 本 44号 弥 勒 町 ヨ 55番 １先から
平成21年１月13日

南 森 本 町 線 29号 弥 勒 町 ヨ 55番 １先まで

公 告

登録番号 名 称 所 在 地 登録抹消年月日

41 株式会社 環境公害研究センター 金沢市金石北３丁目13番17号 平成20年12月９日

施行者の

名称
事業施行期間 施 行 地 区

土地区画整理

事業の名称

事務所の

所在地

施行認可

の年月日

変更認可

の年月日

金沢市 平成15年

１月21日から

平成21年

３月31日まで

�施行地区
金沢市蚊爪町は､ 北間町ト､ 須崎町

イ及びロ並びに湊２丁目の各一部�工区
(第１工区)

金沢市蚊爪町は､ 北間町ト､ 須崎町

ロ及び湊２丁目の各一部

(第２工区)

金沢市蚊爪町は､ 北間町ト､ 須崎町

イ及びロ並びに湊２丁目の各一部

金沢市蚊爪周辺

地区工業団地土

地区画整理事業

金沢市広

坂１丁目

１番１号

平成15年

１月15日

平成20年

12月25日



土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第14条第１項の規定により､ 土地区画整理組合の設立を認可したので､

同法第21条第３項の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保

１ 土地区画整理組合の名称

金沢市副都心北部大友土地区画整理組合

２ 事業施行期間

平成21年１月13日から平成28年３月31日まで

３ 施行地区

金沢市大友町ハ及びニ､ 近岡町並びに直江町ロ及びハの各一部

４ 事務所の所在地

金沢市大友１丁目145番地

５ 設立認可の年月日

平成21年１月９日

６ 事業年度

毎年４月１日から翌年の３月31日まで

７ 公告の方法

土地区画整理組合の事務所の掲示場及び金沢市役所に掲示する｡

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第21条第６項の規定により､ 次の土地区画整理組合の設立認可に係る施

行地区及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供するとともに､ 土地区画整理法施行令 (昭和30年政令第47号)

第１条の２の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保

次の開発行為に関する工事が完了し､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第２項の規定により検査済証を

交付したので､ 同条第３項の規定により公告します｡

平成21年１月13日

金沢市長 山 出 保

１

２
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土地区画整理組合の名称 縦覧場所 縦覧時間

金沢市副都心北部大友

土地区画整理組合

金沢市広坂１丁目１番１号

金沢市都市整備局市街地再生課

午前９時から

午後６時まで

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市辰巳町イ３番５､ ３番８及び３番９ 金沢市富樫１丁目２番10号

株式会社 杉本住宅

代表取締役 杉本 誠二

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 公共施設の種類､ 位置及び区域 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市諸江町下丁289番１及び289番３

から289番６まで

道路 金沢市諸江町下丁289番４ 金沢市近岡町378番地１

有限会社 彩喜不動産

代表取締役 西本 外喜雄

金沢市駅西新町１丁目3603番１から360

3番５まで

道路 金沢市駅西新町１丁目3603

番４

富山県高岡市駅南３丁目10番16号

新生開発 株式会社

代表取締役 荒木 勇夫

金沢市畝田中４丁目121番１から121番 道路 金沢市畝田中４丁目121番４ 河北郡津幡町字潟端465番地５
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６まで 水路 金沢市畝田中４丁目121番６ 有限会社 新生不動産

代表取締役 浮田 貞一郎

金沢市小立野４丁目388番１及び388番

４から388番７まで

道路 金沢市小立野４丁目388番４ 金沢市小立野５丁目２番22号

城東建設 株式会社

代表取締役 水内 健之

平成21年(2009年)１月13日 印刷 発行人 金 沢 市
平成21年(2009年)１月13日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄


